
お子さんが大学・短大・高等専門学校・専門学校に進学を希望される方へ

知っておこう！「高等教育の修学支援新制度」

ひとり親家庭の皆さんへ
母子・父子自立支援員からのおたよりです。

この制度は、非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学習意欲のある子どもたちが大学・短大・
高等専門学校・専門学校に進学する際の学費を支援する事が目的となっています。支援内容は
①授業料・入学金の免除または減額と、②返還を要しない給付型奨学金の支給の拡充です。

※申請方法や対象となる学校は文部科学省ホームページに掲載されています。

助かります！

この制度！
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資格いろいろシリーズ１５

「言語聴覚士」を知ろう！

★資格を取得するには？
国家試験の受験資格を得るまで大きく分けて下記の
２通りのルートがあります。

★仕事内容は？

言語聴覚士の仕事領域として、代表的な障害を紹介します。

１ 言語障害
言語障害には、何らかの原因により正しい発音ができない「構
音障害」や、大脳の一部に異常が起こることで言葉が使えなく
なる「失語症」の２種類があります。

① 構音障害
声が出せない、はっきりとした発音ができない、ろれつが回ら
ないなど、唇や顎、舌、喉、気管など、声を出すために必要な
器官のどこかに異常があり、声や発音が難しくなるのが原因で
す。構音障害の場合、相手の言ってる言葉が理解できて、自
分も適切な返事が頭の中で分かっているため、文字でのコミュ
ニケーションは問題なく行えます。

②失語症
大脳の言語を司る部分に何らかの異常が起こると言葉が出な
い、言い間違える、適切な言葉が選べない、意味不明な言葉
を話す等の症状がでます。そして、聴力は問題なくても話の内
容が理解できないという、聞くことに関する症状と、文字が読
めない、読めても理解できない、書けないという読み書きに関
する症状もあります。

２ 音声障害
声が出にくくなる、いつもと違う声になる等の症状です。一時的
なものもありますが、声を酷使する職業就いている方の中には
繰り返したり継続したりします。声帯に炎症やポリープ等がある
など、医師の判断で外科的な対応を優先することもあります。

３ 摂食・嚥下（えんげ）障害
食べること、飲み込むことが困難となる症状のことです。病気
や障害、老化などにより食べることや飲み込むことが難しくなる
と、楽しみが減ってしまうだけでなく健康にも大きく影響します。
また、嚥下による肺炎のリスクが高まったり、窒息によって命に
関わる事態につながります。

どちらのルートにおいても、卒業あるいは卒業見込みで
国家試験を受験し、合格すると、言語聴覚士として登録
できます。通信教育のみでの履修はできませんが、4 年
制大学卒業ルートであれば夜間課程のある養成校も対
象となるため、社会人になってから資格を取得することも
可能です。
●国家資格合格から資格取得までの流れ
◎国家試験合格
↓

◎免許申請
（公益財団法人医療研修推進財団
に行います）
↓

◎免許交付
↓

◎言語聴覚士として活動可能

★給料事情は？
平均給与額（月給・常勤）は 281,500 円。他の職種と比較

すると、介護職員の平均給与額は 245,600 円、生活相談員、
支援相談員は 242,700 円、介護支援専門員は 271,350 円とな
っています。これらはあくまでも平均給与額なので、勤続年
数や役職の有無、資格の種類により異なります。
（e介護転職に掲載されている求人情報を参考に算出）

言語聴覚士（ST）はリハビリ分野で活躍する専門職で、理学療法士（PT)や作業療法士（OT)と並ぶ国家資格です。病気や障
害などにより、話すことや聞くこと、食べること、飲むことが難しい人に対して、様々な方法で改善を支援するスペシャリストです。

高校卒業

言語聴覚士資格取得

言語聴覚士養成課程のある
大学・短大・専門学校

（３～４年）

4 年制大学

言語聴覚士養成課程のある
大学・短大・専門学校

（２年）

言語聴覚士国家試験

ひとり親家庭へのアンケートにご協力ありがとうございました。

市では昨年11月よりひとり親家庭の方を対象に、新型コロナウイルス感染症およ
びその対策の影響についてのアンケートを実施いたしました。結果については後日公
表する予定です。皆さまの貴重なご意見は今後のひとり親家庭への事業に活かしてい
きたいと考えております。ご協力ありがとうございました。

母子・父子自立支援員にご相談を！

①資格を取得して収入を増やしたいが講座受講料の給付はあるの？手続きは？
②高等学校の学費の助成や貸付はあるの？
③大学の学費の貸付制度がいろいろあってどれを利用したらいいのか分からない。
④仕事を見つけたい、転職したい。
など、その他困ったことや日々の生活で不安なことをご相談ください。

問合せ 和光市ネウボラ課 048-424-9140


